
大
阪
府
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
及
び
大
阪
府
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
日 

大
阪
府
知
事 

吉
村 

洋
文 

 
 

大
阪
府
規
則
第
三
号 

大
阪
府
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
及
び
大
阪
府
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改 

正
す
る
規
則 

第
一
条 

大
阪
府
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
四
大
阪
府
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
許
可
の
申
請
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

三 

条
例
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
水
道

水
以
外
の
水
を
同
号
に
規
定
す
る
原
湯
、
原
水
、
上

が
り
用
湯
又
は
上
が
り
用
水
（
以
下
「
原
湯
等
」
と

い
う
。
）
と
し
て
使
用
す
る
場
合
は
、
次
条
第
一
項

に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
当
該
水
道
水
以
外
の
水

の
水
質
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面 

 

（
水
道
水
以
外
の
水
及
び
打
た
せ
湯
の
水
質
基
準
） 

第
三
条 

（
略
） 

 

一
―
三 

（
略
） 

四 

有
機
物
は
、
全
有
機
炭
素
の
量
で
一
リ
ッ
ト
ル
に

つ
き
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

塩
素
化
イ
ソ
シ
ア
ヌ
ル
酸
又
は
当
該
塩
を
用
い
て

消
毒
し
て
い
る
等
の
理
由
に
よ
り
全
有
機
炭
素
の

量
の
測
定
の
結
果
に
よ
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
、
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量

が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ

る
こ
と
。 

五
・
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
浴
槽
水
の
水
質
基
準
） 

第
六
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

二 

有
機
物
は
、
全
有
機
炭
素
の
量
で
一
リ
ッ
ト
ル
に

つ
き
八
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

塩
素
化
イ
ソ
シ
ア
ヌ
ル
酸
又
は
当
該
塩
を
用
い
て

消
毒
し
て
い
る
等
の
理
由
に
よ
り
全
有
機
炭
素
の

量
の
測
定
の
結
果
に
よ
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
、
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量

が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

で
あ
る
こ
と
。 

三
・
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 
 

 

（
許
可
の
申
請
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

３ 
（
略
） 

 

一
・
二 
（
略
） 

三 

条
例
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
水
道

水
以
外
の
水
を
同
号
に
規
定
す
る
原
湯
、
原
水
、
上

り
用
湯
又
は
上
り
用
水
（
以
下
「
原
湯
等
」
と
い
う
。
）

と
し
て
使
用
す
る
場
合
は
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す

る
基
準
に
係
る
当
該
水
道
水
以
外
の
水
の
水
質
検

査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面 

 

（
水
道
水
以
外
の
水
及
び
打
た
せ
湯
の
水
質
基
準
） 

第
三
条 

（
略
） 

 

一
―
三 

（
略
） 

四 

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
は
、
一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 
     

五
・
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
浴
槽
水
の
水
質
基
準
） 

第
六
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

二 

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
は
、
一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き
二
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

  
    

三
・
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 



第
二
条 

大
阪
府
旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
阪
府
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
旅
館
業
許
可
申
請
書
等
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

共
同
浴
場
を
設
け
、
当
該
共
同
浴
場
に
お
い
て
条
例

第
七
条
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
水
道
水
（
以
下
「
水
道

水
」
と
い
う
。
）
以
外
の
水
を
条
例
第
五
条
第
三
号
ハ

に
規
定
す
る
原
湯
、
原
水
、
上
が
り
用
湯
又
は
上
が
り

用
水
（
以
下
「
原
湯
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
使
用
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
省
令

第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
当
該
水
道
水
以
外
の

水
の
水
質
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
浴
槽
水
の
水
質
基
準
） 

第
八
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

二 

有
機
物
は
、
全
有
機
炭
素
の
量
で
一
リ
ッ
ト
ル
に

つ
き
八
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

塩
素
化
イ
ソ
シ
ア
ヌ
ル
酸
又
は
当
該
塩
を
用
い
て

消
毒
し
て
い
る
等
の
理
由
に
よ
り
全
有
機
炭
素
の

量
の
測
定
の
結
果
に
よ
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
、
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量

が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

で
あ
る
こ
と
。 

三
・
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
打
た
せ
湯
及
び
水
道
水
以
外
の
水
の
水
質
基
準
） 

第
九
条 

（
略
） 

 

一
―
三 

（
略
） 

四 

有
機
物
は
、
全
有
機
炭
素
の
量
で
一
リ
ッ
ト
ル
に

つ
き
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

塩
素
化
イ
ソ
シ
ア
ヌ
ル
酸
又
は
当
該
塩
を
用
い
て

消
毒
し
て
い
る
等
の
理
由
に
よ
り
全
有
機
炭
素
の

量
の
測
定
の
結
果
に
よ
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
、
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量

が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ

る
こ
と
。 

五
・
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
旅
館
業
許
可
申
請
書
等
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

共
同
浴
場
を
設
け
、
当
該
共
同
浴
場
に
お
い
て
条
例

第
七
条
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
水
道
水
（
以
下
「
水
道

水
」
と
い
う
。
）
以
外
の
水
を
条
例
第
五
条
第
三
号
ハ

に
規
定
す
る
原
湯
、
原
水
、
上
り
用
湯
又
は
上
り
用
水

（
以
下
「
原
湯
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
使
用
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
省
令
第
一

条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
当
該
水
道
水
以
外
の
水
の

水
質
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
浴
槽
水
の
水
質
基
準
） 

第
八
条 
（
略
） 

 

一 

（
略
） 

二 

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
は
、
一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き
二
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

    
 

 

三
・
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
打
た
せ
湯
及
び
水
道
水
以
外
の
水
の
水
質
基
準
） 

第
九
条 

（
略
） 

 

一
―
三 

（
略
） 

四 

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
は
、
一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

    
  

五
・
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 


